
 

  

 

大治町下水道条例施行規則 第４条                  （様式記載例） 

様式第１号(第４条関係) 

排水設備等計画       申請書 

                                令和○○年○○月○○日 

大治町長    殿 

                        申請者  

                         住所 大治町大字馬島字大門西１－１ 

                         氏名  大治 太郎      

                           (電話 052(444)2711   ) 

                        指定工事店 

                         所在地 大治町大字堀之内字半之返 791 

                         店名  下水設備㈱       

                           (電話 052(444)2026     ) 

 排水設備等の計画について次のとおり申請します。                   

申請区分 □ 新規 □ 変更 □新設  □増設  □改築 

水道装置番号 第 5－0－11111－  0        号 

設置場所 大治町 大字馬島字大門西１－１ 

工事の種類 □排水設備   □水洗便所改造   □除害施設 

浄化槽（□撤去 □廃止 □転用）  □その他（       ） 

使用者 

(申請者と異なる場合) 

住所 

氏名 電話 

工事施工期間 令和△△年△△月△△日から 令和▽▽年▽▽月▽▽日まで 

使用水の種類 □水道水  □井戸水   □その他（      ） 

使用人数等    ３  人 

（     戸） 
敷地面積  ２００  ㎡ 

建築延べ面積  １５０ ㎡（ ２ 階建） 

排水の種類 □家庭用       □営業用       □工場用 

業 種  

営業用又は工業用の

場合の汚水排出量 

日最大 

           ㎥ 

月平均 

           ㎥ 

特定事業場に □該当する    □該当しない 

変更の理由  

※申請者が借地人又は借家人の場合は、次の欄に所有者の承認を得てください。 

建物所有者の承認 住所             氏名        ㊞ 

土地所有者の承認 住所             氏名        ㊞ 

添付書類 

１ 排水設備調書（様式第２号） 

２ 既設排水施設届出書（必要な場合提出。様式第７号） 

３ 他人の所有する排水設備又は他人の土地を通り使用(借用)する場合にあっては、それらの 

所有者の承認書 

４ 水道装置番号を確認できるもの。（上水道検針票のコピー等） 

５ 除害施設調書 (設置する場合提出。様式第３号) 

 

（注）法人は、その名称、代表者の氏名及びその主たる事務所の所在地を記入すること。 

 

 

確  認 

変更確認 
１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 
９ 

12 

11 

10 

13 

14 

15 

18 

16 

17 



 

  

 

●  大治町下水道条例施行規則 様式第 1 号  

「排水設備等計画確認・変更確認申請書」の書き方 

 

① 現在下水道に接続していない場合は確認に○。 

既に下水道に接続している場合は、新築・改築でも変更確認と考える。 

 

② 申請者は、工事の施主が記入。基本的には、建物所有者。 

 

③ 現在下水道に接続していない場合は新規にチェック。 

既に下水道に接続している場合は、新築・増築・改築でも変更にチェック。 

一度提出し確認を受けた申請書の内容変更の場合も、変更にチェック。 

 

④ 名古屋市上下水道局の検針票（水道ご使用量のお知らせ）に記載されている「装

置番号」を記入して下さい。※「お客さま番号」と間違えないこと。装置番号は－

で四つに区切られています。まだ上水道に申し込んでいない場合は、「未定」と記

入。 

  なお、水道メーターが複数あり、検針票が複数ある場合は全て記入すること。 

 

⑤ 設置場所の住所は、建物が複数の筆にまたがり建っている場合は、公共汚水ます

の存在する土地の住所を先頭にすべての番地を記入してください。 

 

⑥ 該当する項目にすべてチェックをして下さい。 

・ 排水設備…排水設備の工事を行う場合 

・ 水洗便所改造…くみ取り便所からの改造工事が排水設備工事に含まれる場合 

・ 除害施設…水質汚濁防止法上の特定事業場であり、除害施設の設置工事をする

場合 

・ 浄化槽…完全に撤去する場合、廃止するのみの場合、雨水貯留施設への転用工         

事をする場合にそれぞれチェックする。 

・ その他…ビルなどで排水槽（ビルピット）を設置するなどの場合。 

 

⑦ 下水道使用料金を納入する人（つまり上水道料金を納入している人）が申請者と

異なる場合に記入する。アパート等で使用者が未定の場合は、「未定」と記入する。 

 

⑧ おおまかな工事予定期間を記入。公道に取り付け管が設置されていない場合、大

治町の取り付け管設置工事の完了までに、公共汚水ますの設置申請から 3 ヶ月ほど

かかるので注意すること。 

 

 



 

  

 

⑨ 使用しているもの全てをチェックする。 

⑩ 使用人数等…使用する人数を記入。（  戸）の欄は、通常は記入しないか、又

は１を記入。アパート等で上下水道料金を大家さんが支払う場合など複数の戸数を

一つのメーターで取り扱う場合に記入する。名古屋市上下水道局に「実戸数」を届

出ている場合には記入すること。 

 

⑪⑫ 一般の場合は、家庭用にチェックする。営業、工場の場合は、⑫「業種」の

欄にも、業種を記入する。 

 

⑬ 特定事業場の場合は、愛知県に届出ている水量を記入。特定事業場でない場合は、

上水道の使用状況から、おおよその値を記入。 

 

⑭ 愛知県に水質汚濁防止法の「特定事業場」として届出ている場合にチェックする。 

新築の場合は、水質汚濁防止法の「特定事業場」に該当する場合は、チェックする。 

 

⑮ 変更確認の時、変更理由を記入。 

 

⑯  申請者が建物所有者及び土地所有者でない場合は、記入する。複数の土地所有  

者がいる場合は、別紙を作成してもよい。様式は自由。 

 

⑰  他人の所有する排水設備を共有すること及び他人の土地を排水設備が通ること 

は、基本的には行わない。 

  なお排水設備を共有する場合は、様式第１４号 排水設備等管理人選定・変更届

を併せて提出すること。 

 

⑱ ④の水道装置番号の確認のために、添付する。 

既に上水道を使用している方は、名古屋市上水道の検針票のコピーを添付すること。なお、

複数の上水道メーターがある場合は、すべての検針票のコピーが必要となる。 

  下水道と共に新規に上水道を使用する場合等、添付できる検針票がない場合であって、④で

「未定」と記入した場合は添付不要。 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

大治町下水道条例施行規則 第４条                  （様式記載例） 

様式第２号(第４条関係) 

排水設備調書(新設・増設・改築) 

申請区分 □新設   □変更 

設置場所 大治町 大字馬島字大門西１－１ 

水道装置番号 第  5－0－11111－  0  号 

申

請

者 

住所 大治町大字馬島字大門西１－１ 

ふりがな おおはる たろう 

氏名 大治 太郎 

使

用

者 

住所 同 上 

ふりがな 同 上 

氏名 同 上 

建物種別 □住宅  □共同住宅   □店舗  □事業所  □その他 

状況形態 □浄化槽 □くみ取り便所 □新築   

取付管 □有   □無 公共汚水ます □有   □無 

付近見取図(1:2,500程度) 

工事着手予定 令和△△年◇◇月◇◇日 工事完了予定 令和▽▽年▽▽月▽▽日 

指定工事店名 下水設備㈱  指定番号 ９９９９９９ 

責任技術者名 下水 一郎 登録番号 ９９９９９９ 

添付書類 

敷地の境界、管渠
きょ

及び雨水・汚水ますの位置並びに管渠
きょ

の延長、勾配、口径又は内のりを 

知ることのできる次の図面 

(1) 平面図 縮尺 200 分の 1程度    

(2) 配管立図 縮尺 200 分の 1程度（平面図で内容が確認できる場合は省略可） 

(3) 構造詳細図 縮尺 20分の 1程度（現場施工のコンクリート構造物、阻集器等がある場合） 

(4) その他町長が必要と認める図面 

（注）下記欄には記入しないでください。 

確認番号  供用開始年月日  

 

大治太郎宅（大治町役場） 

１ 

４ 

２ 

３ 



 

  

 

●大治町下水道条例施行規則様式第２号「排水設備調書」の書き方 

 

① 名古屋市上下水道局の検針票（水道ご使用量のお知らせ）に記載されている「装

置番号」を記入して下さい。※「お客さま番号」と間違えないこと。装置番号は－

で四つに区切られています。 

  水道メーターが複数あり、検針票が複数ある場合は全て記入してください。 

 

② 下水道の「公共汚水ます」と、それと下水道本管をつなぐ「取付管」が既に施工

されている場合は、「有」にチェックをする。 

 ※ 既に「公共汚水ます」や「取付管」が設置されている場合でも、確認のために下水道課に

設置状況を尋ねるようにしてください。（電話ではなく直接窓口に来ること。）また、添付書

類の図面を作成するためには、公共汚水ますの流入先の汚水管の管種、管径の情報が必要に

なります。この時に併せて質問してください。 

 ※ 「取付管」が設置されていない場合、大治町が工事の設置工事を別途発注することとなる。

申請から工事完了までは最低 3ヶ月ほど期間を要するため、施工時期に留意すること。申請

方法は、「大治町公共汚水ます等設置に関する要綱」様式第 1 号「公共汚水ます等設置申請

書」により申請が必要となる。 

 

 

③ インターネットで利用できる地図を適当な縮尺で貼り付けていただいても結構

です。住宅地図の場合は、1:1500 と縮尺が大きいので、縮小コピーして貼り付け

る。 

 

④ 平面図、配管立図は排水設備施工指針を確認の上、ルールに従い作成すること。 

※ 図面を作成するためには、公共汚水ますの流入先の汚水管の管種、管径の情報が必要にな

ります。排水設備作成調書の作成前に大治町 HP の「はるちず」で確認する。なお、大治町

の下水道本管は、ほとんどがリブ付硬質塩化ビニル管（PRP）またはハイセラミック管（HC）

のφ１５０またはφ２００である。 

 

 

公共汚水ます 取付管の目印ピン 

  

２0 cm 

灰色の 

プラスチック製 

民地内にあり

ます。 
２．５ cm 

中：金属。文字は赤 

外：茶色のプラスチック 

道路の側溝などに

つけてあります。 



 

  

 

大治町下水道条例施行規則 第７条                  （様式記載例） 

様式第７号(第７条関係) 

 

既設排水施設届出書 

 

 

令和○○年○○月○○日 

 

大治町長    殿 

 

                         申請者 

                          住所 大治町大字馬島字大門西１－１ 

                          氏名 大治 太郎        

                            (電話 052(444)2711   ) 

 

 既設の排水施設を排水設備等として使用するため、次のとおり届け出ます。 

 

届出区分 □排水設備   □除害施設   □その他（      ） 

設置場所 大治町 大字馬島字大門西１－１ 

水道装置番号 第 5－0－11111－  0   号 

使用者 

(申請者と異なる場合) 

住所 

氏名 電話 

排水の種類 □家庭用       □営業用       □工場用 

業種  

既設排水施設の種類 

 

 

 

□屋内排水設備 

排水管 約  １０  ｍ 

大便器      ２  個 

小便器      １  個 

阻集器         個 

 

□屋外排水設備 
排水管 約  １５   ｍ 

汚水ます     ７   個 

□除害施設 

 

 

 

 

 

 

※ 浄化槽から下水道へ切り替える工事など、既設の排水施設を排水設備として

使用する場合には、この届出書を「様式１」と一緒に提出すること。 

 



 

  

 

大治町下水道条例施行規則 第６条                  （様式記載例） 

様式第５号(第６条関係) 

 

排水設備等工事完了届 

 

 

令和××年××月××日 

 

大治町長    殿 

                        申請者 

                         住所 大治町大字馬島字大門西１－１ 

                         氏名 大治 太郎        

                          (電話 052(444)2711    ) 

                        指定工事店 

                         所在地 大治町大字堀之内字半之返 791 

                         店名 下水設備㈱        

                          (電話 052(444)2026    ) 

 

工事の種類 

□排水設備   □水洗便所改造   □除害施設 

浄化槽（□撤去 □廃止 □転用）  □その他（       ） 

確認番号 
  

４大下第９９－９９９号 

設置場所 大治町 大字馬島字大門西１－１ 

工事完了年月日  令和▽▽ 年 ▽▽ 月 ▽▽ 日 

責任技術者名 下水 一郎 登録番号 ９９９９９９ 

備考 

 

 

（注）法人は、その名称、代表者の氏名及びその主たる事務所の所在地を記入すること。 

 

●大治町下水道条例施行規則様式第５号「排水設備等工事完了届」の書き方 

 

① 大治町が通知する様式４号「排水設備等計画確認・変更確認通知書」に記載され

ている確認番号を記入する。 

② 鉛筆で、完了検査の希望日を記入。ただし完了検査は平日しか行わない。 

 

 

１ 

２ 



 

  

 

大治町下水道条例施行規則 第１１条                 （様式記載例） 

様式第１２号(第１１条関係) 

 

公共下水道使用開始等届 

 

令和××年××月××日 

 

大治町長    殿 

                         使用者 

                          住所 大治町大字馬島字大門西１－１ 

                          ふりがな おおはる たろう 

                          氏名   大治 太郎     

                           (電話 052(444)2711   ) 

                       ※送付先が別の場合は、欄外に氏名、住所を記入 

 公共下水道の使用開始等について、次のとおり届け出ます。 

 

届出区分 
 
□開始   □休止   □廃止   □再開   □変更 

開始等年月日 
   
    年    月    日から 

確認番号 
 
４大下第９９－９９９号 

設置場所 
 
大治町 大字馬島字大門西１－１ 

水道装置番号（複数ある

場合すべて記入） 

 
第  51－1－11111－ 0  号 

第            号 

使用水の種類 □水道水    □井戸水    □その他（       ） 

排水の種類 □家庭用    □営業用    □工場用 

営業用又は工業用の場合

の汚水排出量 

日最大 

           ㎥ 

月平均 

           ㎥ 

使用人数等    ３   人（         戸） 

※休止又は廃止の場合のみ記入してください。 

休止又は廃止の理由 □住居移転のため     □その他（         ） 

移転先 

住所 

電話 

添付書類 

上水道の使用者及び水道装置番号を確認できるもの。（上水道検針票のコピー等。水道装置 

番号の異なる検針票が複数有る場合は、すべて添付してください。） 

※下水道使用料徴収事務に名古屋市上下水道局の上水道情報を使用しますのでご承知下さい。 

 

（注）１ 下水道使用者の住所・氏名・電話番号については、上水道の届出と同じものを記入 

すること。 

   ２ 法人は、その名称、代表者の氏名及びその主たる事務所の所在地を記入すること。 

３ 複数の水道装置番号が有る場合はすべて記入すること。 

   ４ 水道水以外の水を使用している場合は、関係書類を添付すること。 

     送付先 下水 次郎  大治町大字北間島字藤田 33-1 

 

 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

10 

９ 

８ 

１ 

11 



 

  

 

●大治町下水道条例施行規則様式第１２号「公共下水道使用開始等届」の書き方 

 

①   使用者名は、名古屋市上水道へ届出ている名前（上水道のお客さま名）及

び住所、電話番号を記入する。送付先が使用者と違う場合は、欄外に氏名・

送付先を記入すること。 

 

② 届出区分の考え方。 

・ 開始…初めて下水道の使用を開始する場合。この様式で、廃止の届を出し   

た箇所で使用を開始する場合。（もし同じ使用者でも開始と考える。） 

・ 休止…何らかの事由で、しばらく上水道の使用を休止する場合。 

 ・ 廃止…何らかの事由で、上水道の使用を中止する場合。  

 ・ 再開…休止の届出をした方が、上水道の使用を再開する場合。  

 ・ 変更…廃止の届出を出さずに、下水道（上水道）の使用者が変わる場合。 

 

②   開始等年月日には、工事完了検査の日を記入する。よって、様式第５号「工

事完了届」と同時に提出する場合は、当初は記入せず、大治町が検査日に本

様式を持参した際に記入する。 

 

④ 大治町が通知する様式４号「排水設備等計画確認・変更確認通知書」に記載され

ている確認番号を記入する。 

 

⑤ 名古屋市上下水道局の検針票（水道ご使用量のお知らせ）に記載されている「装

置番号」を記入する。※「お客さま番号」と間違えないこと。装置番号は－で四つ

に区切られています。必ず記入してください。 

  水道メーターが複数あり、検針票が複数ある場合は全て記入すること。 

 

⑥ 様式第１号「排水設備等計画確認・変更確認申請書」に記入した同じ内容を、記

入する。 

 

⑦  休止、廃止時には、最も遅い場合２ヵ月後に下水道料金の納付書が送付される

ため、料金送付先等の相談ができる連絡先を記入すること。 

 

⑧  ⑤の水道装置番号の確認のために、添付が必要となる。 

なお、排水設備等計画確認の時点で添付している場合も再度添付が必要で

ある。 

 

⑨   使用者名は、名古屋市上下水道局へ届け出ている方の名前及び住所、電話

番号を記入してください。 

 

⑩  家庭用で井戸水を使用している方には、特に追加資料は必要ありません。事業

として井戸水等を使用している場合は、様式第１３号「排水量申告書」を提出す

る。 

 

⑪   使用者の氏名、住所と送付先の氏名、住所が違う場合、欄外に送付先を記入。 



 

  

 

大治町下水道条例施行規則 第１１条                 （様式記載例） 

様式第１３号(第１７条関係) 

 

排出量申告書 

 

令和××年××月××日 

 

大治町長    殿 

                        使用者 

                         住所 大治町大字馬島字大門西１－１ 

                         ふりがな おおはるだいこうぎょう 

                         氏名   大治大工業        

                           (電話 052(444)2711   ) 

 

 次のとおり提出します。 

確認番号 ４大下第９９－８８８号 

設置場所 大治町 大字馬島字大門西１－１ 

使用期間 
令和××年××～○○ 月分 

（   年  月  日から  年  月  日まで） 

使用水量 

水道水              使用した水量 ㎥ 

井戸水                 ２００ ㎥ 一ヶ月あたり 

その他                     ㎥ 

合計              使用した水量＋２００ ㎥ 

製品化した使用水量 

又は下水道に排出さ

れない使用水量 

              ㎥ 

排出量               ㎥ 

備考             

添付書類 

排出量算定の根拠となる書類。 

 

（注）法人は、その名称、代表者の氏名及びその主たる事務所の所在地を記入すること。 

 

 

※半年程度の使用実績を資料として、提出してください。 

※上は、半年程度同一の水量を加算する場合の記載例。 



 

  

 

大治町下水道条例施行規則 第１８条                 （様式記載例） 

様式第１４号(第１８条関係) 

 

排水設備等管理人   届  

 

令和○○年○○月○○日 

 

大治町長        殿 

                        使用者 

                         住所 大治町大字馬島字大門西１－１ 

                         ふりがな おおはる たろう 

                         氏名   大治 太郎   ㊞ 

                          (電話 052(444)2711    ) 

 

 次のとおり届け出ます。 

 

届出区分 □選定   □変更    

確認番号 ４大下第９９－８８８号 

設置場所 大治町 大字馬島字大門西１－１ 

排水設備等使用者 

住 所 氏 名 

大治町大字馬島字大門西１－１ 大治 太郎 

大治町大字馬島字大門西１－２ 日光 次郎 

  

  

管理人 

住所 大治町大字馬島字大門西１－１ 

ふりがな おおはる たろう 

氏名 大治 太郎 

電話 052(444)2711 

選定・変更年月日     令和○○年 ○○月 ○○日 

備考  

（注）１ 法人は、その名称、代表者の氏名及びその主たる事務所の所在地を記入すること。 

２ 変更の場合は、旧排水設備等管理人氏名を備考欄に記入すること。 

   ３ 使用者が多数の場合は、別紙に記入すること。

選定 

変更 

大
治 



 

  

 

 


